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平成２７年度青森市平和大使派遣事業実施要項 

 

１ 趣旨 

  全国の自治体が派遣する青少年と長崎市の青少年とが共に被爆の実相や平和の尊さを

学習し、交流を深める青少年ピースフォーラムへ、本市からも青少年（中学生）を平和

大使として派遣し、平和意識の醸成を図るとともに、その体験を広く市民に伝えてもら

うことを目的に実施する。 

 

２ 派遣者 

 ・学校長が推薦した中学１～３年生 ４名（男子２名・女子２名、各校１名） 

 ・推薦期間：５月１８日（月）～６月８日（月） 

  ※市内全域での平和意識普及のため、学校は「持ち回り」とする。 

  ※長崎市への派遣の際は、中学校教諭１名、市総務部総務課職員１名が引率する。 

 

３ 事業の概要 

（１）事前研修 

   派遣者が長崎市で主体的に交流活動できるよう、交流に必要な平和に関する基礎知

識について学習する。 

日 程（予定） 内 容 場 所 

６月中旬 任命式・第１回事前研修会 市役所本庁舎 

７月中旬 第２回事前研修会 市役所本庁舎 

 

（２）長崎市派遣 

   青少年ピースフォーラムへ参加し、全国の自治体が派遣する青少年と長崎市の青少

年と共に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深めることで、平和意識の醸成を

図る。 

日 程（予定） 内 容 場 所 

８月（派遣直前） 壮行会 市役所本庁舎 

８月７日（金）～１０日（月） 長崎市派遣【３泊４日】 長崎市内 

 

（３）体験発表 

   青少年ピースフォーラムへの参加を通して得た知識や経験等研修の成果をまとめ、

交流を振り返り、その体験を広く市民に伝える。 

日 程（予定） 内 容 場 所 

８月下旬 体験発表会①（平和のつどい） 未定 

９月～１０月 体験発表会② 参加中学校 

 



 

 

４ 派遣者の経費負担 

  以下の経費は、派遣者の自己負担とする。 

  ①本事業に係る全日程において、事務局が用意する食事以外の飲食費 

  ②本事業に係る全日程において、集合場所まで及び解散場所からの交通費 

  ③疾病または負傷した際の治療費・入院費 

  （国内旅行保険料は本市負担） 

  ④小遣い・土産代等の個人的な経費 

  ⑤その他、派遣者の自己負担が適当と判断される費用 

 

５ 事業の中止・延期 

  事業を実施する地域において、テロ・災害・疾病等不測の事態が発生し、本市が事業

を実施すべきではないと判断した場合、本事業を中止する。 

 

６ 事務局 

  青森市総務部総務課 

   〒030-8555 青森市中央一丁目 22 番 5 号 

   TEL：017-734-5042、FAX：017-734-6865 

   E-mail：somu@city.aomori.aomori.jp 

 

７ その他 

  ・日程等については別に通知する。 


